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１ 補助⾦の制度について 
 
【事業の目的】 
大阪府は、舟運の活性化を図るため、クルーズ船の新たな建造等を支援する「喫水調整機能付加新船建造

等⽀援事業補助⾦」を交付します。 
 
【補助⾦の交付の要件】 
補助⾦の交付を受けるための要件は、次のいずれかとします。 
（１）海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号。以下「法」という。）第３条第１項の規定による一般旅

客定期航路事業の許可を受けることとし、次に掲げる事項を満たしていること。 
  ア 当該許可の申請に必要となる法第３条第２項第２号の規定による事業計画に、中之島東⻄各１

箇所以上の船着場を結ぶ航路及び 50名程度の旅客定員が盛り込まれていること。 
  イ 当該許可を受け、別途届出する法第６条の規定による船舶運航計画に、⼀⽇１往復以上の運航が、

盛り込まれていること。また、潮位や船舶の検査等やむを得ない場合を除き、毎日運航するよう努めること
となっていること。 

（２）法第21条第１項の規定による旅客不定期航路事業の許可を受けることとし、次に掲げる事項を満た
していること。 

  ア 当該許可の申請に必要である法第 21 条第２項の規定で準用する法第３条第２項第２号の規定
による事業計画に、中之島東⻄を⾏き来する航路及び 50名程度の旅客定員が盛り込まれていること。 

  イ 潮位や船舶の検査等やむを得ない場合を除き、⼀⽇１便以上を毎⽇運航するよう努めることとなってい
ること。 

 
【補助対象事業等】 
  補助対象事業、事業実施期間、補助対象経費、補助率、補助上限額及び交付予定件数は下表のとおり
とします。 
補助対象事業 次のいずれかに該当する事業を⾏うものとする。 

１ 喫水調整機能を付加したクルーズ船を新たに建造。 
２ 喫⽔調整機能を付加するために既存クルーズ船を改良。 

事業実施期間 交付決定⽇から令和３年３⽉ 31日まで 
補助対象経費 次のいずれかに該当する経費とする。 

１ 新たに建造するクルーズ船を整備する際に、喫水調整機能を付加するのに必要となる
経費。 

２ 既存のクルーズ船を改良して、喫⽔調整機能を付加するのに必要となる経費。なお、
別の改良を同時に⾏う場合で、経費の分離ができない場合は補助対象外。 

（留意点） 
※１）クルーズ船本体の整備⼜は他の改良にかかる経費は補助対象としない。  
※２）前項の整備⼜は改良以外にかかる⼈件費及び各種申請等にかかる事務 費に

相当する経費は補助対象としない。 
※３）消費税及び地方消費税は補助対象としない。 

補助率 １／２ 
補助限度額 １補助事業者につき 25,000千円とする。 

（留意点） 
 ※１）補助対象経費に補助率を乗じて得た額は千円未満切捨てとする。 

交付予定件数 ２件 
 
 



【補助⾦交付までの流れ】 
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補助⾦交付申請 
↓ 

交付決定 
↓ 

補助事業の実施(発注) 
↓ 

補助事業の完了(完成) 
↓ 

実績報告 
↓ 

補助⾦交付 

 
 
２ 応募書類の提出 
（１）提出期限 
     令和元年９月３０日（月曜日）から１０月３１日（木曜日）まで 
（２）提出方法 
     当事業に係る補助要綱に定める「事業計画書（様式第１号）」（別添のとおり）に必要事項を記載

して提出してください。（持参又は郵送） 
     記載にあたっては、当該様式注意書きの内容を十分確認してください。 
（３）提出・問合せ先 
     ⼤阪府府⺠⽂化部都市魅⼒創造局魅⼒づくり推進課水と光のまち・にぎわいの森推進グループ 
      〒559-8555 ⼤阪市住之江区南港北⼀丁⽬ 14番 16号  

大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）38階 
                 TEL (06)6210-9311（直通） 
                 E-mail toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp 
 
 
３ 事業計画書の審査及び内定・通知 
（１）審査方法 
     審査は、提出された事業計画書に基づき、実現性、集客性、広域性等の観点から大阪府が実施しま

す。 
     なお、内定にあたり、大阪府が応募した事業者に対して、計画内容の説明を求める場合があります。 
（２）主な審査内容 
   ① 事業の実現性 
      ・中之島東⻄を結ぶ⼜は⾏き来する航路として、実⾏可能な計画となっているのか。 
      ・継続的に実施可能な計画となっているのか。 
   ② 事業の集客性 
      ・補助を受けて整備⼜は改良するクルーズ船の定める定員がどの程度なのか。 
      ・１⽇や年間の運航計画、それに基づく利⽤者数がどの程度なのか。 
   ③ 事業の広域性 
      ・計画された航路の広域性がどの程度なのか。 
（３）採否の通知等 
     審査の結果、補助⾦を交付することが適当であると認められた事業に対し、予算の範囲内で内定し、通

知します。 
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     内定通知を受けた事業者は、「喫⽔調整機能付加新船建造等⽀援事業補助⾦交付要綱」に基づき、
補助⾦の交付申請に係る⼿続きを、通知に記載された期間内に⾏ってください。 

     なお、内定通知によって当該補助⾦の交付を約束するものではなく、提出された交付申請を審査した上
で、補助⾦の交付決定を⾏います。 

     また、内定を辞退した事業者が出た場合は、審査結果の順位が高かった事業者から順次内定を⾏うこ
ととします。 

（４）審査・決定スケジュール（予定） 
     事業審査      １１月上旬 
     内定通知      １１月中旬 
     補助⾦交付決定  内定事業者と別途調整 
 
４ その他 
   補助事業者として補助⾦の交付を受けるにあたっては、当事業に係る補助要綱に規定されている内容を十
分理解して、補助⾦交付申請書に添付する必要書類について、遺漏がないようにしてください。 

   なお、次のいずれかに該当する場合は、応募できませんのでご注意ください。 
   （１）暴⼒団（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第２条第２号に規定する「暴⼒団」

をいう。） 
（２）暴⼒団員（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第２条第６号に規定する「暴⼒

団員」をいう。） 
（３）暴⼒団密接関係者（⼤阪府暴⼒団排除条例第２条第４号に規定する「暴⼒団密接関係者」

をいう。） 
（４）法⼈にあっては罰⾦の刑、個⼈にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜はその執

⾏を受けることがなくなった⽇から１年を経過しない者 
（５）公正取引委員会から私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律第 49 条第１項に規定

する排除措置命令⼜は同法第 50 条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了し
た⽇⼜はその納付が完了した⽇から１年を経過しない者 

 



（様式第１号） 
 
 

  年  月  日 
 
 
 
大阪府知事 様 
 
 
 

所 在 地 

名  称 

代表者名               印 

 
 
 

     年度喫水調整機能付加新船建造等支援事業計画書について 
 
 
 
標記について、喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金交付要綱第５条の規定により別添の 

 

とおり事業計画書（別紙）を提出します。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 
喫水調整機能付加新船建造等支援事業計画書 

 
 
１ 事業計画 

区分（いずれかに○） 新船建造       既船改良 

事 業 予 定 期 間 （開始）   年   月頃   （期間） 約    か月 

船の構造・耐用年数期間 （構造）            （耐用年数期間）    年 

事業形態（いずれかに○） 一般旅客定期航路事業    旅客不定期航路事業 

事業計画 

航 路 ～ 

定 員                      名 

運  航  計  画  １日あたり     往復 ・ 便 （年間    日運航） 

その他特記事項  

注）１ 事業者として、実現可能な事業形態、事業計画及び運航計画を示してください。 
２ 「事業期間」欄には、製造等の発注予定先からの聞き取り等により、喫水調整機能を付加

したクルーズ船の整備にかかる期間を記載してください。 
３ 「船の構造・耐用年数期間」欄には、別表２を参照の上、記載してください。 
４ 喫水調整機能を付加したクルーズ船の整備にかかる設計や見積等の必要書類は、補助申請

時に添付していただきます。また、製造等の発注先との契約については、補助申請後の交付

決定後に行ってください。交付決定前に契約締結した場合、本補助金を受けることができな

くなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 資金計画（概算） 

全体事業費 
(A) 

補助対象経費 
(B) 

補助金交付申請額 
(C) 自己資金の調達方法 

千円 

 

千円 

 

千円 

  

注）１ 事業者が概算により資金計画を作成してください。なお、消費税及び地方消費税は補助対

象外となることにご留意ください。 
２ 補助対象経費(B)には、喫水調整機能を付加するために必要となる経費（概算）のみを記載
してください。もし、喫水調整機能を付加した全体事業費の情報しかない場合は、便宜的に

全体事業費に１／３を乗じた金額（千円未満切捨て）としていただきますが、補助申請時に

は、補助金交付要綱の規定や様式の注意書きに留意して算出してください。なお、区分「既

船改良」で、別の改良と同時に行う場合、経費の分離ができない場合は補助対象外となるこ

とに注意してください。 
３ 補助金交付申請額(C)は、補助対象経費(B)に１／２を乗じた金額（千円未満切捨て）で、

25,000千円超の場合は 25,000千円（上限額）としてください。 
 
 
 
３ 事業者情報 

担 当 者 

部 署： 

役 職：              氏 名
フリガナ

： 

連絡先等 

電 話：              FAX： 

E-mail：              URL： 

 


